
■交付申請書 様 式 Ａ－５２〔作成上の注意〕 

交付の申請を行おうとする場合に科研費電子申請システム（以下「電子申請システム」という。）にアクセスし

て、「交付申請書（様式Ａ－５２）」および｢振込銀行口座届（様式Ａ－５５）※個人管理のみ｣を作成し、提出

すること。電子申請システムにおける入力に当たっては、文字化けの発生や別の文字として認識される場合があ

るため、JIS 第１水準及び第２水準以外の文字コードや特殊フォントは使用しないこと。 

代表者は、交付の内定を受けた事業課題について、先に提出した計画調書の記載内容に基づき、交付予定額の範

囲内で交付申請書を作成すること。 

交付申請書に含まれる個人情報は、科学研究費助成事業の交付等業務のために利用（データの電算処理及び管理

を外部の民間業者に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。）する。 

採択された課題に関する情報（補助事業名・団体名・職名・代表者氏名・交付予定額等）については、「独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成１３年法律第１４０号）第５条第１号イに定める「公にす

ることが予定されている情報」であるものとする。これらの情報については、日本学術振興会ホームページ等に

より公開をする。 

【注意事項】 

・電子申請システムの入力に当たっては、「電子申請システム研究者向け操作手引（科学研究費補助金） 

（研究成果公開促進費）」https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/seika/index.htmlを参照すること。 

 

【 研究活動等の公正性の確保及び適正な研究費の使用について確認・誓約すべき事項】画面イメージ 

記載の内容を十分に確認・誓約した上で、全ての項目のチェックボックスにチェックを入れること。 

 



学術図書【交付申請書・交付請求書作成（所属研究機関情報及び代表者情報等の確認）画面イメージ】

(1)所属研究機関情報

・応募時の情報が自動表示されるので、代表者が応募時の所属研究機関から転出した場合（個人管理となった場合を含む）は、

応募時の所属研究機関担当者が、

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/koufu_dl.html

から、様式Ａ－８－２をダウンロードし、必要事項を記入の上、電子申請システムの｢その他の様式管理（所属研究機関担当者

用）｣よりアップロードを行うこと。日本学術振興会において受領後、手続きを行うので、代表者は最新の情報に反映されているこ

とを確認した上で、電子申請システム上で交付申請書の作成を行うこと。

・応募時に研究機関に所属しておらず、交付申請時に新たに研究機関に所属することとなった代表者は、

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/koufu_dl.html

から、様式Ａ－５８をダウンロードし、必要事項を記入の上、電子メール等（電子申請システム外）により転入先の研究機関に提

出すること。転入先の研究機関担当者は、記載事項を確認の上、電子申請システムの｢その他の様式管理（所属研究機関担当

者用）｣よりアップロードを行うこと。日本学術振興会において受領後、手続きを行うので、最新の情報に反映されていることを確

認し、代表者が電子申請システム上で交付申請書の作成を行うこと。

(2)代表者又は応募者情報

・応募時の情報が自動表示されるので、情報に誤りがある場合は以下のとおり行うこと。

（機関管理の場合）所属機関に依頼し、e-Radで情報を修正してください。転出・転入となった代表者以外で、e-Radの修正内容

が反映されない場合には、日本学術振興会研究成果公開促進費係までご連絡ください。

（個人管理の場合）部局は入力不要です。代表者職名は、変更がある場合は電子申請システムへログイン後の画面下部「連絡

先等情報の変更はこちら」を選択のうえ、「連絡先等情報変更」画面から変更を行うこと。

(3)個人情報

・研究機関に所属しない代表者（個人管理）については、応募時の情報が自動表示されるので、変更がある場合は電子申請シ

ステムへログイン後の画面下部「連絡先等情報の変更はこちら」を選択のうえ、「連絡先等情報変更」画面から変更を行うこと。

(4)事務連絡先等

・経費管理担当者

（機関管理）必要に応じて所属機関の担当者が入力した情報が自動表示されるので、代表者による入力は不要です。

※応募時から所属機関が変更となった場合には、交付申請時に所属している機関の経費管理担当者を記入してください。

（個人管理）個人管理の場合は、入力不要です。

※交付申請時に個人管理となった場合には空欄としてください。

・郵便物等送付先は、研究機関に所属しない代表者であって、応募者自宅住所と送付先が異なる場合に入力すること。

(5)補助事業名

・応募時の情報が自動表示されるので、変更がある場合には修正すること。

・副題を付けて刊行する場合、副題を併せて記入すること。



別紙（学術図書）の入力

※前年度から継続する成果公開については、応募時の情報ではなく、前年度の交付申請書に入力した内容が自動表示される

ので、変更がある場合は適宜変更後の内容を入力すること。

(1)刊行の内容

・計画調書の記載内容に基づき、刊行物の内容について具体的かつ明確に入力すること。（最大４００字、改行は５回まで入力

可）

(2)著者・著作権者の全員の氏名

・応募時の情報が自動表示されるので、変更がある場合は、全員の氏名を入力すること。

(3)編者全員の氏名

・応募時の情報が自動表示されるので、変更がある場合は、全員の氏名を入力すること。

(4)実施内容

・応募時の情報が自動表示されるので、確認すること。

(5)刊行経費等

・応募時の情報が自動表示される。交付申請時に新たに徴収した見積書に基づき、修正を行うこと。

・見積書は下記よりダウンロードし、選定した業者に作成を依頼すること。

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/koufu_dl.html

様式Ａ－５３－２紙媒体のみで刊行または紙媒体と電子媒体双方で刊行する場合。

様式Ａ－５３－３電子媒体のみで刊行する場合。

(6)補助事業の目的

・計画調書の記載内容に基づき、刊行（成果を公開）する目的について具体的かつ明確に入力すること。（最大４００字、改行は５

回まで入力可）



(6)翻訳・校閲経費等

・応募時の情報が自動表示されるので、交付申請時に新たに徴収した見積書に基づき、修正を行うこと。

・見積書は下記よりダウンロードし、選定した業者に作成を依頼すること。

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/koufu_dl.html

様式Ａ－５３－４

(7)翻訳者・校閲者

・応募時の情報が自動表示されるので、交付申請時に新たに徴収した見積書に基づき、修正を行うこと。

・翻訳・校閲業者との契約のため、翻訳者・校閲者の氏名が特定できない場合は、業者名を記入すること。

(8)変更理由

・上記（１）～（７）までの入力内容について、応募時から変更があった場合にその理由を記入すること。（最大４００字、改行は５

回まで入力可）

(9)Ａ－５３－２、Ａ－５３－３、Ａ－５３－４ファイル登録

・交付申請時に業者から徴収した見積書をPDFに変換し、登録を行うこと。

・見積書については複数社から徴収の上、選定した１社分のみを登録すること。

・翻訳及び校閲を行った上で刊行する場合は、翻訳に係る見積書と校閲に係る見積書各１部を１つのファイルに結合した上で登

録すること。


